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Ⅰ．2020 年度「第 16 回学術大会（in 高知）」中止に伴う認定更新審査に関連する取り

扱い 

2020.4.20 

 

（対象）  

 2020 年度（第 4 回更新申請）以降に認定更新申請を行う全ての認定訪問療法士とする。 

 

（取り扱い）  

１．演題の査読はすでに完了しているため、査読ポイントは従来通りの取り扱いとする。 

 

２．更新に必須の発表を予定していた場合、各自で採択通知を添付することで発表として

扱う。 

 

３．ポイントの申請について、学術大会に関連する事項については以下のとおりとする。 

１）発表ポイント 

各自で採択通知を添付のうえ、期間内の延長申請手続きで、最長 2 年の延長を認める。 

 ２）講師・座長・シンポジストなど 

この度の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で更新要件を満たさない場

合、証明書類の有無にかかわらず延長申請（証明書類がない場合は理由を詳細に明記す

ること）にて、最長 2 年の延長を認める。 

 

４．既に認定期間延長申請をしたことのある者のうち、これまでの全延長期間の通算が既

に 2 年の場合は、今回の状況を鑑みて申請にて、さらに 1 年の延長を認める。 

 

（延長申請受付期間）  

 2020 年 6 月 1 日から 2021 年 5 月末日までとする。 

 ※但し、2020 年度（第 4 回更新申請）更新対象者は更新期間までに申請すること。 
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Ⅱ．リハビリテーション・ケア合同研究大会大阪 2020 中止に伴う認定更新審査に関連

する取り扱い 

2020.4.20 

 

（対象）  

 2020 年度（第 4 回更新申請）以降に認定更新申請を行う全ての認定訪問療法士とする。 

 

（取り扱い）  

１．演題の査読は行われていないため、査読ポイントは発生しない。 

 

２．更新に必須の発表を予定していた場合、延長申請（演題募集が中止されたため、理由

を詳細に明記すること）にて、最長 2 年の延長を認める。 

 

３．ポイントの申請について、学術大会に関連する事項については以下のとおりとする。 

１）発表ポイント 

演題発表を予定していた場合、延長申請（演題募集が中止されたため、理由を詳細に

明記すること）にて、最長 2 年の延長を認める。 

 ２）講師・座長・シンポジストなど 

この度の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で更新要件を満たさない場

合、証明書類の有無にかかわらず延長申請（証明書類がない場合は理由を詳細に明記す

ること）にて、最長 2 年の延長を認める。 

 

４．第 16 回学術大会（in 高知）中止に起因する期間延長申請と合計 2 年までとする。 

 

５．既に認定期間延長申請をしたことのある者のうち、これまでの全延長期間の通算が既

に 2 年の場合は、今回の状況を鑑みて申請にて、さらに 1 年の延長を認める。但し、第

16 回学術大会（in 高知）中止に起因する期間延長申請とあわせて合計 1 年までとする。 

 

（延長申請受付期間）  

 2020 年 6 月 1 日から 2021 年 5 月末日までとする。 

 ※但し、2020 年度（第 4 回更新申請）更新対象者は更新期間までに申請すること。 
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Ⅲ．上記Ⅰ・Ⅱ以外の『更新要件とポイント』に示す研修会・学術大会等の中止に伴

う認定更新審査に関連する取り扱い 

2020.4.20 

 

（対象）  

 2020 年度（第 4 回更新申請）以降に認定更新申請を行う全ての認定訪問療法士とする。 

 

（取り扱い）  

１．ポイントの申請については以下のとおりとする。 

この度の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で開催されず、参加ポイント

が不足することによって更新要件を満たさない場合、証明書類の有無にかかわらず延長

申請（証明書類がない場合は理由を詳細に明記すること）にて、最長 2 年の延長を認め

る。 

 

２．第 16 回学術大会（in 高知）とリハビリテーション・ケア合同研究大会大阪 2020 の中

止に起因する期間延長申請とあわせて合計 2 年までとする。 

 

３．既に認定期間延長申請をしたことのある者のうち、これまでの全延長期間の通算が既

に 2 年の場合は、今回の状況を鑑みて申請にて、さらに 1 年の延長を認める。但し、第

16 回学術大会（in 高知）とリハビリテーション・ケア合同研究大会大阪 2020 の中止に

起因する期間延長申請とあわせて合計 1 年までとする。 

 

（延長申請受付期間）  

 2020 年 6 月 1 日から 2021 年 5 月末日までとする。 

 ※但し、2020 年度（第 4 回更新申請）更新対象者は更新期間までに申請すること。 

 

 

 


